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（提案理由） 

本件は、就学前教育・保育、児童福祉を始めとするこども施策を集約し、迅

速かつ効率的に各施策を推進するため、本条例について所要の改正を行うもの

である。 



京田辺市条例第  号 

 

京田辺市組織条例の一部を改正する条例（案） 

 

京田辺市組織条例（昭和４０年京田辺市条例第７号）の一部を次のように改

正する。 

 

 第１条第２項中「輝くこども未来室」を削る。 

 第２条第１項中 

「健康福祉部 

  （１） 生活保護、障害者福祉、高齢者福祉、母子福祉、児童福祉そ 

     の他社会福祉に関すること。 

  （２） 福祉労政に関すること。 

  （３） 保健衛生に関すること。 

  （４） 介護保険に関すること。                 」 

を 

「健康福祉部 

  （１） 生活保護、障害者福祉、高齢者福祉その他社会福祉に関する 

     こと。 

  （２） 福祉労政に関すること。 

  （３） 保健衛生に関すること。 

  （４） 介護保険に関すること。 

こども未来部 

（１） こども施策に関すること。 

（２） 就学前教育・保育に関すること。 

（３） 児童福祉及び母子保健に関すること。 

                               」 

に、同条第２項中 

「安心まちづくり室 

（１） 防災及び危機管理に関すること。 



（２） 防犯に関すること。 

輝くこども未来室 

（１） こども施策に関すること。 

（２） 就学前教育・保育に関すること。」を 

「安心まちづくり室 

（１） 防災及び危機管理に関すること。 

（２） 防犯に関すること。      」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



京田辺市組織条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

（設置） （設置）  

第１条 （略） 第１条 （略）  

２ 前項に規定する部のほか、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の室を

置く。 

２ 前項に規定する部のほか、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の室を

置く。 

 

安心まちづくり室 安心まちづくり室  

 輝くこども未来室 室の削除 

（分掌事務） （分掌事務）  

第２条 前条第１項に規定する部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。 第２条 前条第１項に規定する部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。  

企画政策部～市民部 （略） 企画政策部～市民部 （略）  

健康福祉部 健康福祉部  

（１） 生活保護、障害者福祉、高齢者福祉その他社会福祉に関すること。 （１） 生活保護、障害者福祉、高齢者福祉、母子福祉、児童福祉その他社会福

祉に関すること。 

分掌事務の見直

し 

（２） 福祉労政に関すること。 （２） 福祉労政に関すること。  

（３） 保健衛生に関すること。 （３） 保健衛生に関すること。  

（４） 介護保険に関すること。 （４） 介護保険に関すること。  

こども未来部  部の追加 

（１） こども施策に関すること。   

（２） 就学前教育・保育に関すること。   

（３） 児童福祉及び母子保健に関すること。   

建設部 （略） 建設部 （略）  

経済環境部 （略） 経済環境部 （略）  

２ 前条第２項に規定する室の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。 ２ 前条第２項に規定する室の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。  

安心まちづくり室 安心まちづくり室  

 （１） 防災及び危機管理に関すること。  （１） 防災及び危機管理に関すること。  

 （２） 防犯に関すること。  （２） 防犯に関すること。  

 輝くこども未来室 室の削除 

 （１） こども施策に関すること。  

 （２） 就学前教育・保育に関すること。  

   

 


